
鹿屋市立鹿屋看護専門学校授業料減免規則の一部を改正する規則 

鹿屋市立鹿屋看護専門学校授業料減免規則（平成18年鹿屋市教育委員会規則第20

号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

鹿屋市立鹿屋看護専門学校授業料等減免規則 

第１条中「、授業料」を「、授業料及び入学料（以下「授業料等」という。）」

に改める。 

第２条の見出しを「（授業料等の減免）」に改め、同条第１項中「各号のいずれ

かに該当すると認めるときは、授業料」を「第１号又は第２号に該当するときは授

業料を、第３号に該当するときは授業料等」に改め、同項第２号中「その他」を

「前号に規定するほか、」に改め、同項に次の１号を加える。 

(3) 大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号。以下「法」

という。）に規定する授業料等減免対象者として市長が認めるとき。 

第２条に次の１項を加える。 

３ 第１項第３号に規定する授業料等の減免に係る基準等については、法、大学等

における修学の支援に関する法律施行令（令和元年政令第49号）及び大学等にお

ける修学の支援に関する法律施行規則（令和元年文部科学省令第６号。以下「法

施行規則」という。）に定めるところによる。 

第３条中「校長は、」の次に「前条第１項第１号又は第２号の規定により」を加

える。 

第７条第１項中「授業料」の前に「前条の規定による」を加える。 

第８条第１項第１号中「の各号のいずれか」を「第１項第１号又は第２号」に改

める。 

本則に次の２条を加える。 

（修学支援による減免の手続等） 

第９条 法施行規則第11条第１項に規定する授業料等減免の申請は、大学等におけ

る修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書

（別記第９号様式）によるものとする。 

２ 法施行規則第11条第５項に規定する授業料等減免対象者としての認定及び授業

料等減免の額等の通知は、大学等における修学の支援に関する法律による授業料



等減免認定結果通知書（別記第10号様式（その１）又は別記第10号様式（その

２））によるものとする。 

３ 法施行規則第11条第７項に規定する授業料等減免対象者としての認定を行うべ

き者でないと認めるときの通知は、大学等における修学の支援に関する法律によ

る授業料等減免認定結果通知書（別記第10号様式（その３））によるものとする。 

４ 法施行規則第11条第８項に規定する授業料減免に係る継続願は、大学等におけ

る修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請

書（別記第11号様式）によるものとする。 

５ 法施行規則第12条に規定する適格認定における学業成績の判定の結果の通知は、

大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の適格認定における

学業成績の判定結果通知（別記第12号様式）によるものとする。 

６ 法施行規則第13条第１項に規定する適格認定における収入額・資産額等の判定

の結果の通知は、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の

適格認定における収入額・資産額等の判定結果通知（別記第13号様式（その１））

によるものとする。 

７ 法施行規則第13条第２項に規定する適格認定における収入額・資産額等の判定

の結果の通知は、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の

適格認定における収入額・資産額等の判定結果通知（別記第13号様式（その２））

によるものとする。 

８ 法施行規則第14条の２に規定する生計維持者の変更があったときの届出は大学

等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の生計維持者の変更届

（別記第14号様式）に、在留資格の変更又は在留期間の更新があったときの届出

は大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の国籍・

在留資格等の変更届（別記第15号様式）によるものとする。 

９ 法施行規則第15条第２項に規定する授業料等減免対象者としての認定の取消し

の通知は、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の認定取

消通知書（別記第16号様式）によるものとする。 

10 法施行規則第15条第３項に規定する学業成績が不振である旨の警告は、大学等

における修学の支援に関する法律による授業料等減免の適格認定における学業成

績の判定結果通知（警告）（別記第17号様式）によるものとする。 



11 法施行規則第18条第１項第９号に規定する授業料等減免対象者としての認定の

効力の停止の申出は、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減

免の支援停止申請書（別記第18号様式）によるものとする。 

12 法施行規則第18条第３項に規定する同項第１号に該当するときの認定の効力の

停止の通知は、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免対象

者としての認定の効力の停止に関する通知（別記第19号様式）に、同項第２号に

該当するときの認定の効力の停止の解除の通知は、大学等における修学の支援に

関する法律による授業料等減免の停止の解除（支援の再開）申請書（別記第20号

様式）によるものとする。 

（授業料等の還付） 

第10条 既に納付した授業料等は還付しない。ただし、法第８条第１項の規定によ

り授業料等の減免を行うときには、既に納付した授業料等を還付することができ

る。 

別記第８号様式の次に次の15様式を加える。



第９号様式（第９条関係） 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



第10号様式（その１）（第９条関係） 

 

 



第10号様式（その２）（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第10号様式（その３）（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第11号様式（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第12号様式（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第13号様式（その１）（第９条関係） 

 



第13号様式（その２）（第９条関係） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第14号様式（第９条関係） 

 



第15号様式（第９条関係） 

 

 

 

 



第16号様式（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

２　認定取消の事由

第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　様

鹿屋市長　　　　　　　　印

大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の認定取消通知書

年 月 日付け 第 号により通知した授業料等減免対象者としての認定に
ついて、大学等における修学の支援に関する法律施行規則第15条第１項及び第16条の規定によ
り、下記のとおり取り消すので通知します。

記

１　認定の取消しにより減免を行わないこととなる月

　　　　　　年　　月

　※　　　月　　日までに　　　　　　円を納付してください。

　　□　偽りその他不正の手段により授業等減免を受けた。

　　□　適格認定における学業成績の判定の結果、以下に該当した。

　　　　　　□　(1) 修業年限で卒業又は修了できないことが確定

　　　　　　□　(2) 修得した単位数等の合計数が標準単位数の５割以下

　　　　　　□　(3) 学修意欲が著しく低い状況

　　　　　　□　(4) 警告の区分に該当する学業成績に連続して該当

　　　　　　□　(5) 上記(1)～(4)に該当し、かつ、学業成績が著しく不良であると認められ、
　　　　　　　　　そのことについて災害、傷病その他のやむを得ない事由があると認められな
　　　　　　　　　い。
　　□　懲戒としての退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のもの
　　　　に限る。）の処分を受けた。

３　認定の取消しに係る納付額

　　授業料　　　　　　  　円（　　　　年　　月分～　　　　年　　月分）

印



第17号様式（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第18号様式（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第19号様式（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第20号様式（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿屋市立鹿屋看護専門学校授業料等

減免規則の規定は、令和４年４月１日から適用する。 


